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第２５回赤村農業委員会総会議事録  

招集日時    令和元年８月２日（金）  １３時３０分 

 招集場所    赤村住民センター 会議室２ 

 開  会    令和元年８月２日（金）  １３時３０分宣告 

 

 一、本総会の出席委員は次のとおりである。（議席順） 

  １番委員  松 本 國 廣 （議長） 

  ２番委員  在 津 圭 太 

４番委員  中 村 宏 幸 

５番委員  道   壽 子 

６番委員  三 橋   誠 

７番委員  釘 崎 幹 子 

  ８番委員  川 上   巖 

  ９番委員  壽 﨑 祥 子 

  農地利用最適化推進委員  川 上 彰 徳 

  農地利用最適化推進委員  梅 田 和 男 

  農地利用最適化推進委員  村 岡 和 弘 

  農地利用最適化推進委員  春 本   洋 

  農地利用最適化推進委員  中 村   明 

 

二、本総会の欠席委員は次のとおりである。 

  ３番委員  小 林 利 夫 
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 三、本総会の書記は次のとおりである。 

主  査  足 立 悟 史 

 

 四、本総会に職務のため出席した者の職氏名。 

  事務局長  溝 邉 浩 和 

  主  査  足 立 悟 史 

 

 五、本総会の議事案件は次のとおりである。 

 ・議案第５７号 農地法第３条の規定による所有権移転について 

 

 ・その他 

 

 

松本議長    定刻になりましたので、只今より赤村農業委員会総会を開

会したいと思います。それでは、只今より第２５回赤村農業

委員会総会を開会いたします。本日は３番委員小林利夫さん

から欠席の連絡が入っております。それでは日程第１議事録

署名人を指名いたします。７番釘崎委員、４番中村委員を指

名いたしますのでどうかよろしくお願いします。それでは、

日程第２議案第５７号について事務局より朗読説明をお願

い致します。 

足立主査    （議案第５７号 農地法第３条の規定による所有権移転に

ついて、朗読説明を行う。） 

松本議長    只今、事務局より朗読説明が終わりました。それでは補足

説明を在津委員お願いします。 

在津委員    譲受人の●●さんの２件についてですが、譲渡人の●●さ

んは●●さんの娘さんです。昨年、●●さんが亡くなられて、

娘さんも帰ってくることができず、土地を全て処分したいと

いうことから、●●の皆さんへ相談しています。自宅も処分

したいそうですが、まだ買い手が見つかっていないそうです。
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また、譲渡人の●●さんは●●さんの長男の嫁だそうで、赤

村に戻って来ないということで、井上さんに売買をしてもら

うようになりましたので、宜しくお願いします。 

        また、譲受人の●●さんについても贈与という形で土地を

お譲りするということになっておりますので、重ねてお願い

します。 

        先月の総会から山浦区田峰地区では、高齢化が進み、子ど

もも家に戻らないことから農業ができないという案件が続

き、強い危機感を受け止めています。 

松本議長    この贈与というのは親族関係があるのでしょうか。 

在津委員    いいえ。親族関係ではないと聞いていますが、以前から●

●さんの土地で野菜の栽培等を行っていた経緯があるそう

です。 

        また、●●さんの田がもう少しあるそうですが、荒地とな

っていることから、譲受人が見つからないということです。 

松本議長    只今、補足説明が終わりました。何か質疑等がございまし

たらお受けしたいと思います。 

釘崎委員    （挙手）はい。●●さんはおいくつくらいの方でしょうか。 

在津委員    ●●歳を少し超えたくらいではないでしょうか。 

釘崎委員    では、●●さんの跡継ぎの状況はいかがでしょうか。 

在津委員    息子さんが現在●●歳で●●ですので、かなり先というか、

難しいのではないでしょうか。 

釘崎委員    分かりました。 

         （「他にありません。」の声あり） 

     他に無いということでありますので、採決を行ないます。

議案第５７号について承認の方は、挙手をお願い致します。 

（出席者７人挙手） 

松本議長    挙手者全員により議案第５７号は可決といたします。    

それでは、全ての議案が終わりましたので、日程第３その他

に入ります。 

在津委員    （挙手）はい。先程のような後継者の問題について、皆さ

んの地区ではどのような感じでしょうか。今後はこのような

問題がさらに増えてくると感じています。 

        基盤整備が終わっていればまだ何とか借り手が見つかっ

ているのですが、基盤整備が終わっていないところは荒地に

なっている状況です。 
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春本推進委員  私は農地を持っていないのですが、小作を行っていれば、

農地を利用してくれないかという依頼をたくさん受けます。

今後、５年１０年先は小作者が足りない状況になり、耕作放

棄地が増えると考えています。現在も山つきの農地は借りな

いようにしていますが、その理由は労賃が掛かり、儲けがふ

えないからです。今後は村が主導し、組合や組織を作ってい

かないと赤村の農業はなくなっていく一方であると思いま

す。 

梅田推進委員  先日、別の会議で麦や大豆を大規模に作っている農創会の

話しを聞きましたが、実際に収穫まで行えているのか疑問が

残っています。補助金目的ではないのでしょうか。推進委員

として、気になっています。 

春本推進委員  確かに、穂は実っていなかった。 

梅田推進委員  今度、全委員で現地確認に行ってみませんか。 

松本議長    これまでのことを踏まえ、今後、農業委員会へ申請が提出

される場合は指導を行っていただくようにお願いします。 

溝邉局長    行政として指導を行うようにしたいと考えております。 

松本議長    各地区の農業委員さん、推進委員さん、事務局の皆さん、

宜しくお願いします。 

        この他、気になる点等はございませんか。 

事務局     （その他について説明） 

・活動記録簿の提出について 

・先進地研修について 

松本議長    それでは次回第２６回赤村農業委員総会は、９月５日木曜

日の１３時３０分からですので、よろしくお願いします。こ

れをもちまして、第２５回赤村農業委員会総会を閉会いたし

ます。 

（閉会 １４時１１分） 


